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令和６年市議会３月定例会議案 

所 管 番   号 案            件 

土 開 報告第 １号 令和５年度知立市土地開発公社事業計画変更及び補正予

算（第１号） 

土 開 報告第 ２号 令和６年度知立市土地開発公社事業計画及び予算 

教 庶 同意第 １号 知立市教育委員会教育長の任命について 

教 庶 同意第 ２号 知立市教育委員会委員の任命について 

協 働 議案第 ３号 第３次知立市男女共同参画プランの変更について 

環 境 議案第 ４号 第２次知立市環境基本計画の変更について 

総 務 議案第 ５号 知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

総 務 議案第 ６号 知立市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例 

税 務 議案第 ７号 知立市税条例の一部を改正する条例 

安 心 議案第 ８号 知立市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例 

福 祉 議案第 ９号 知立市かとれあワークス条例の一部を改正する条例 

子ども 議案第１０号 知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

子ども 議案第１１号 知立市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例

長 寿 議案第１２号 知立市介護保険条例の一部を改正する条例 

長 寿 議案第１３号 知立市介護サービス事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例 

国 保 議案第１４号 知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

建 築 議案第１５号 知立市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正す

る条例 

建 築 議案第１６号 知立市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条

例 

水道等 議案第１７号 知立市水道事業の設置に関する条例及び知立市下水道事

業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

水 道 議案第１８号 知立市水道事業給水条例の一部を改正する条例 



所 管 番   号 案            件 

土 木 議案第１９号 市道路線の廃止及び認定について 

 議案第２０号 令和５年度知立市一般会計補正予算（第１０号） 

国 保 議案第２１号 令和５年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号） 

長 寿 議案第２２号 令和５年度知立市介護保険特別会計補正予算（第３号）

国 保 議案第２３号 令和５年度知立市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号） 

水 道 議案第２４号 令和５年度知立市水道事業会計補正予算（第３号） 

下 水 議案第２５号 令和５年度知立市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 議案第２６号 令和６年度知立市一般会計予算 

国 保 議案第２７号 令和６年度知立市国民健康保険特別会計予算 

財 務 議案第２８号 令和６年度知立市土地取得特別会計予算 

長 寿 議案第２９号 令和６年度知立市介護保険特別会計予算 

国 保 議案第３０号 令和６年度知立市後期高齢者医療特別会計予算 

水 道 議案第３１号 令和６年度知立市水道事業会計予算 

下 水 議案第３２号 令和６年度知立市下水道事業会計予算 



報告第１号 

   令和５年度知立市土地開発公社事業計画変更及び補正予算（第１号） 

 知立市土地開発公社の経営状況を説明する書類を、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告する。 

  令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫  



報告第２号 

   令和６年度知立市土地開発公社事業計画及び予算 

 知立市土地開発公社の経営状況を説明する書類を、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告する。 

  令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫  



同意第１号 

   知立市教育委員会教育長の任命について 

 下記の者を知立市教育委員会教育長に任命したいから、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により議会の

同意を求める。 

  令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫  

記 

住  所  

氏  名  宇 野 成 佳

生年月日 

提案理由

この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。



同意第２号 

   知立市教育委員会委員の任命について 

 下記の者を知立市教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により議会の同

意を求める。 

  令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫  

記 

住  所  

氏  名  蔭 山 英 順

生年月日 

提案理由

この案を提出するのは、任期満了のため必要があるからである。



議案第３号 

   第３次知立市男女共同参画プランの変更について 

 第３次知立市男女共同参画プランを別紙のとおり変更するため、知立市議会の議

決すべき事件を定める条例（平成２５年知立市条例第２９号）第２条の規定に基づ

き議会の議決を求める。 

  令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫  

提案理由 

この案を提出するのは、第３次知立市男女共同参画プランを変更するため必要が

あるからである。 



議案第４号 

   第２次知立市環境基本計画の変更について 

 第２次知立市環境基本計画を別紙のとおり変更するため、知立市議会の議決すべ

き事件を定める条例（平成２５年知立市条例第２９号）第２条の規定に基づき議会

の議決を求める。 

  令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫  

提案理由 

 この案を提出するのは、第２次知立市環境基本計画を変更するため必要があるか

らである。 



議案第５号 

知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫 

知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

知立市職員の給与に関する条例（昭和４５年知立市条例第３８号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第１項中「単身赴任手当」の次に「、在宅勤務等手当」を加える。 

第１５条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、第１５条の３第１項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及

び定年前再任用短時間勤務職員（支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則

で定める職員に限る。）の通勤手当の月額は、その額から、その額に規則で定め

る割合を乗じて得た額を減じるものとする。 

第１５条の２の次に次の１条を加える。 

（在宅勤務等手当） 

第１５条の３ 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正

規の勤務時間（休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。）の

全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について１か月当たり平均

１０日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。 

２ 在宅勤務等手当の月額は、３，０００円とする。 

３ 前２項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規

則で定める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



提案理由 

この案を提出するのは、在宅勤務等手当を支給するため必要があるからである。 



議案第６号 

知立市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫 

知立市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

知立市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（令和元年

知立市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

題名中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加える。 

第１条中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加える。 

第２条第２項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同条第

３項中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加える。 

第７条第１項第１号中「以下」を「以下この項においてこれらの日を」に改め、

同項第２号中「した額」の次に「。次条第１項第２号において同じ。」を加え、

「１００分の１２０」を「１００分の１２２．５」に改め、同条の次に次の１条を

加える。 

（勤勉手当） 

第７条の２ 会計年度任用職員（市長が規則で定める者を除く。）には、次に定め

るところにより、勤勉手当を支給する。 

(1) 勤勉手当は、６月以上の任用期間をもって任用された会計年度任用職員で、

９月３０日及び３月３１日（以下この号においてこれらの日を「基準日」とい

う。）にそれぞれ在職するものに対して、それぞれ基準日の属する月の翌月の

市長が規則で定める日に支給する。 

(2) 勤勉手当の額は、報酬の月額に、市長が規則で定める基準に従い任命権者が



定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤

勉手当の額の総額は、勤勉手当の支給を受ける会計年度任用職員の報酬の月額

に１００分の１０２．５を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 

２ 前項に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、

給与条例第２１条の規定の例による。 

 第８条第４項中「週休日の日数」を「週休日及び勤務時間を割り振らない日の日

数の合計日数」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 令和６年４月に支給する期末手当については、この条例による改正後の知

立市会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例第

７条第１項第２号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 （知立市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第３条 知立市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和４５年知立市条例第

２５号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加える。 

 （知立市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第４条 知立市職員の育児休業等に関する条例（平成４年知立市条例第２号）の一

部を次のように改正する。 

第７条第１項中「第２０条第１項」の次に「又は知立市会計年度任用職員の報

酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例（令和元年知立市条例第２７

号。以下「会計年度任用職員報酬等条例」という。）第７条第１項第１号」を加

え、同条第２項中「第２１条第１項」の次に「又は会計年度任用職員報酬等条例

第７条の２第１項第１号」を加え、「（地方公務員法第２２条の２第１項に規定

する会計年度任用職員を除く。）」を削る。 

第２１条第２項中「知立市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に

関する条例（令和元年知立市条例第２７号）」を「会計年度任用職員報酬等条

例」に改める。 

提案理由 



この案を提出するのは、地方自治法の一部改正等に伴い必要があるからである。 



議案第７号 

知立市税条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫 

知立市税条例の一部を改正する条例 

知立市税条例（昭和４５年知立市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 

第４９条第２項、第６５条第２項、第８０条第２項、第８１条第２項及び第３項

並びに第１２５条の３第２項中「前７日」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

提案理由 

この案を提出するのは、市民税等の減免を受けるための申請の期限を変更するた

め必要があるからである。 



議案第８号 

知立市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫 

知立市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

知立市消防団員等公務災害補償条例（昭和４５年知立市条例第８０号）の一部を

次のように改正する。 

第５条第２項第２号中「８，９００円」を「９，１００円」に改める。 

別表中「１２，４４０」を「１２，５００」に、「１３，３２０」を「１３，３

５０」に、「１０，６７０」を「１０，８００」に、「１１，５５０」を「１１，

６５０」に、「８，９００」を「９，１００」に、「９，７９０」を「９，９５

０」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の第５条第２項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべ

き事由の生じた知立市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害

補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日

以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに

規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補

償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補

償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期

間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 



提案理由 

この案を提出するのは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の

一部改正に伴い必要があるからである。 



議案第９号 

   知立市かとれあワークス条例の一部を改正する条例    

 上記の議案を提出する。 

  令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫  

   知立市かとれあワークス条例の一部を改正する条例 

 知立市かとれあワークス条例（平成１７年知立市条例第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第５条第３項中「臨時に利用時間及び休所日を変更する」を「利用時間若しくは

休所日を変更し、又は臨時に休所日を設ける」に改める。 

 第６条中「次の各号のいずれにも該当する」を「原則として本市に住所を有する」

に改め、同条各号を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、在宅の精神障害者又は知的障害者であって、

刈谷市、高浜市又は東浦町に住所を有するものを対象者とすることができる。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

提案理由 

 この案を提出するのは、衣浦定住自立圏を形成する市町の間で地域活動支援セン

ターの相互利用を実施する等のため必要があるからである。 



議案第１０号 

知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫 

知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

知立市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年知立市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第２３条の見出し中「掲示」の次に「等」を加え、同条中「掲示しなければなら

ない」を「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆に

よって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行う

ことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供し

なければならない」に改める。 

第３６条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（認定こど

も園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保

育施設（特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」

と、」を加える。 

第５３条第２項第２号中「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準

ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」を「電磁的記録

媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２３条の改正規定は、令和６年

４月１日から施行する。 



提案理由 

この案を提出するのは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い必要があるからで

ある。 



議案第１１号 

知立市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫 

知立市児童発達支援センター条例の一部を改正する条例 

知立市児童発達支援センター条例（令和元年知立市条例第４０号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条中「第４３条第１号」を「第４３条」に改め、「福祉型」を削り、同条第

４号を削り、同条第５号中「前各号」を「前３号」に改め、同号を同条第４号とす

る。 

第４条第３号中「第５号」を「第４号」に改め、同条第４号を削る。 

第５条第１項中「、第２号又は第４号」を「又は第２号」に改める。 

第９条第１項中「、第２号又は第４号」を「又は第２号」に改め、同条第２項中

「第３条第１号又は第２号に掲げる事業に係る」を「前項の」に改め、同条第３項

及び第４項を削る。 

附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に改正前の第９条第１項の規定に基づき納付義務の生じ

た一時預かりに関する事業に係る費用の負担については、なお従前の例による。 

提案理由 

この案を提出するのは、児童福祉法の一部改正等に伴い必要があるからである。 



議案第１２号 

知立市介護保険条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫 

知立市介護保険条例の一部を改正する条例 

知立市介護保険条例（平成１２年知立市条例第９号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に、「令和５年度」を「令和８

年度」に改め、同項第１号中「２２，３００円」を「３１，４００円」に改め、同

項第２号中「３６，２００円」を「４７，３００円」に改め、同項第３号中「３６，

２００円」を「４７，６００円」に改め、同項第４号中「４４，６００円」を「６

２，２００円」に改め、同項第５号中「５５，８００円」を「６９，１００円」に

改め、同項第６号中「６６，９００円」を「８２，９００円」に改め、同号イ中

「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第

１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第７号中「７２，５００円」を「８９，８

００円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、第

１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第８号中「８３，

７００円」を「１０３，６００円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第

１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に

改め、同項第９号中「９４，８００円」を「１１７，５００円」に改め、同号ア中

「４００万円」を「４２０万円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１

１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改

め、同項第１０号中「１００，４００円」を「１３１，３００円」に改め、同号ア

中「６００万円」を「５２０万円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、

第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項



第１１号中「１０６，０００円」を「１４５，１００円」に改め、同号ア中「１，

０００万円」を「６２０万円」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、次

号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」を加え、同項第１２

号を次のように改める。 

（12）次のいずれかに該当する者 １５８，９００円 

ア 合計所得金額が７２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第１４号イ、第１５

号イ又は第１６号イに該当する者を除く。） 

第３条第１項に次の５号を加える。 

（13）次のいずれかに該当する者 １６５，８００円 

ア 合計所得金額が８５０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第１５号イ又は第１

６号イに該当する者を除く。） 

（14）次のいずれかに該当する者 １７２，８００円 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満である者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）、次号イ又は第１６号イに該当

する者を除く。） 

（15）次のいずれかに該当する者 １７９，７００円 

ア 合計所得金額が１，５００万円未満である者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除



く。） 

（16）次のいずれかに該当する者 １８６，６００円 

ア 合計所得金額が２，０００万円未満である者であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条

第１項第１号イ（(1)に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

（17）前各号のいずれにも該当しない者 １９３，５００円 

第３条第２項中「令和３年度」を「令和６年度」に、「令和５年度」を「令和８

年度」に、「１１，１００円」を「１９，６００円」に改め、同条第３項中「令和

３年度」を「令和６年度」に、「令和５年度」を「令和８年度」に、「１１，１０

０円」を「１９，６００円」に、「２２，３００円」を「３３，５００円」に改め、

同条第４項中「令和３年度」を「令和６年度」に、「令和５年度」を「令和８年

度」に、「１１，１００円」を「１９，６００円」に、「３３，４００円」を「４

７，３００円」に改める。 

第５条第３項中「若しくは第１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号イ、第１３

号イ、第１４号イ、第１５号イ若しくは第１６号イ」に、「第１１号まで」を「第

１６号まで」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の第３条及び第５条第３項の規定は、令和６年度から令和８年度までの

各年度分の保険料について適用し、令和５年度分までの保険料については、なお

従前の例による。 

提案理由 

この案を提出するのは、介護保険法施行令の一部改正に伴い必要があるからであ

る。 



議案第１３号 

知立市介護サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫 

知立市介護サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例 

知立市介護サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平

成３０年知立市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第９条中「第１７条の１２」を「第６４条第１号ハ」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

提案理由 

この案を提出するのは、介護保険法施行規則の一部改正に伴い必要があるからで

ある。 



議案第１４号 

知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫 

知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

知立市国民健康保険税条例（昭和４５年知立市条例第５５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第３条第１項中「１００分の５．４４」を「１００分の６．３２」に改める。 

第４条中「２万４，２００円」を「２万８，７００円」に改める。 

第５条第１号中「１万６，８００円」を「２万１，０００円」に改め、同条第２

号中「８，４００円」を「１万５００円」に改め、同条第３号中「１万２，６００

円」を「１万５，７５０円」に改める。 

第６条中「１００分の２．３６」を「１００分の２．７２」に改める。 

第７条中「１万円」を「１万２，６００円」に改める。 

第７条の２第１号中「７，１００円」を「７，７００円」に改め、同条第２号中

「３，５５０円」を「３，８５０円」に改め、同条第３号中「５，３２５円」を

「５，７７５円」に改める。 

第８条中「１００分の２．２８」を「１００分の２．２９」に改める。 

第９条中「１万１，７００円」を「１万２，６００円」に改める。 

第９条の２中「５，８００円」を「７，０００円」に改める。 

第２３条第１項第１号ア中「１万６，９４０円」を「２万９０円」に改め、同号

イ(ｱ)中「１万１，７６０円」を「１万４，７００円」に改め、同号イ(ｲ)中「５，

８８０円」を「７，３５０円」に改め、同号イ(ｳ)中「８，８２０円」を「１万１，

０２５円」に改め、同号ウ中「７，０００円」を「８，８２０円」に改め、同号エ

(ｱ)中「４，９７０円」を「５，３９０円」に改め、同号エ(ｲ)中「２，４８５円」



を「２，６９５円」に改め、同号エ(ｳ)中「３，７２８円」を「４，０４３円」に

改め、同号オ中「８，１９０円」を「８，８２０円」に改め、同号カ中「４，０６

０円」を「４，９００円」に改め、同項第２号ア中「１万２，１００円」を「１万

４，３５０円」に改め、同号イ(ｱ)中「８，４００円」を「１万５００円」に改め、

同号イ(ｲ)中「４，２００円」を「５，２５０円」に改め、同号イ(ｳ)中「６，３０

０円」を「７，８７５円」に改め、同号ウ中「５，０００円」を「６，３００円」

に改め、同号エ(ｱ)中「３，５５０円」を「３，８５０円」に改め、同号エ(ｲ)中

「１，７７５円」を「１，９２５円」に改め、同号エ(ｳ)中「２，６６３円」を

「２，８８８円」に改め、同号オ中「５，８５０円」を「６，３００円」に改め、

同号カ中「２，９００円」を「３，５００円」に改め、同項第３号ア中「４，８４

０円」を「５，７４０円」に改め、同号イ(ｱ)中「３，３６０円」を「４，２００

円」に改め、同号イ(ｲ)中「１，６８０円」を「２，１００円」に改め、同号イ(ｳ)

中「２，５２０円」を「３，１５０円」に改め、同号ウ中「２，０００円」を「２，

５２０円」に改め、同号エ(ｱ)中「１，４２０円」を「１，５４０円」に改め、同

号エ(ｲ)中「７１０円」を「７７０円」に改め、同号エ(ｳ)中「１，０６５円」を

「１，１５５円」に改め、同号オ中「２，３４０円」を「２，５２０円」に改め、

同号カ中「１，１６０円」を「１，４００円」に改め、同条第２項第１号ア中「３，

６３０円」を「４，３０５円」に改め、同号イ中「６，０５０円」を「７，１７５

円」に改め、同号ウ中「９，６８０円」を「１万１，４８０円」に改め、同号エ中

「１２，１００円」を「１万４，３５０円」に改め、同項第２号ア中「１，５００

円」を「１，８９０円」に改め、同号イ中「２，５００円」を「３，１５０円」に

改め、同号ウ中「４，０００円」を「５，０４０円」に改め、同号エ中「５，００

０円」を「６，３００円」に改める。 

附則第１５項を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の知立市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。 



提案理由 

この案を提出するのは、国民健康保険事業の安定的な運営を図るため必要がある

からである。 



議案第１５号 

知立市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫 

知立市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する条例 

知立市空家等の適切な管理に関する条例（平成３１年知立市条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中「管理不全状態にある」を「適切な管理が行われていない」に改める。 

第２条第１項を次のように改める。 

この条例において「市民等」とは、市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤

し、若しくは通学する者をいう。 

第５条第１項中「管理不全状態にある」を「管理不全空家等、特定空家等その他

の適切な管理が行われていない」に改める。 

第７条の見出し中「特定空家等」の前に「管理不全空家等及び」を加え、同条中

「市が別に定める基準に照らして」を削り、「特定空家等」の前に「管理不全空家

等又は」を加える。 

第８条第１項中「第１４条第３項」を「第２２条第３項」に改める。 

第９条中「第１４条第２項」を「第１３条第２項又は第２２条第２項」に、「第

１４条第９項」を「第２２条第９項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

提案理由 

この案を提出するのは、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い

必要があるからである。 



議案第１６号 

知立市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫 

知立市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

知立市附属機関の設置に関する条例（平成２６年知立市条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

別表市長の部知立市空家等対策協議会の項中「第６条第１項」を「第７条第１

項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

提案理由 

この案を提出するのは、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い

必要があるからである。 



議案第１７号 

知立市水道事業の設置に関する条例及び知立市下水道事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫 

知立市水道事業の設置に関する条例及び知立市下水道事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例 

 （知立市水道事業の設置に関する条例の一部改正） 

第１条 知立市水道事業の設置に関する条例（昭和４５年知立市条例第８７号）の

一部を次のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改

める。 

 （知立市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 知立市下水道事業の設置等に関する条例（平成３０年知立市条例第４３

号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の８第８項」に改

める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

提案理由 

この案を提出するのは、地方自治法の一部改正に伴い必要があるからである。 



議案第１８号 

   知立市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫  

   知立市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 知立市水道事業給水条例（昭和５２年知立市条例第１５号）の一部を次のように

改正する。 

 第５条及び第３８条第２項中「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改める。 

第４１条中「対しは」を「対し」に改め、同条第１号中「厚生労働省令」を「国

土交通省令」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

提案理由 

 この案を提出するのは、水道法の一部改正等に伴い必要があるからである。 



議案第１９号 

   市道路線の廃止及び認定について 

 市道路線を廃止し、及び認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項及び第１０条第３項において準用する第８条第２項の規定により議会

の議決を求める。 

  令和６年２月２２日提出 

知立市長 林  郁 夫  

提案理由 

 この案を提出するのは、既認定路線の一部を変更するためこれを廃止し、及び認

定し、並びに新たに道路の維持管理をするため市道として認定する必要があるから

である。 



廃止路線

整理番号 路　線　名 起　　　点 終　　　点

2027 内幸町山町２号線 内幸町平田 山町南引馬野



2027 内幸町山町２号線

起 点

区 間

終 点

市 道 廃 止 路 線



認定路線

整理番号 路　線　名 起　　　点 終　　　点

1283 八橋町１１４号線 八橋町登城 八橋町登城

1284 八橋町１１５号線 八橋町登城 八橋町登城

1285 八橋町１１６号線 八橋町登城 八橋町登城

1286 山町２８号線 山町八ツ田道西 山町八ツ田道西

1287 山町２９号線 山町山 山町南引馬野

1288 山町３０号線 山町大林 山町大林

2369 内幸町９号線 内幸町平田 内幸町平田

2370 内幸町山町３号線 内幸町平田 山町南引馬野

3499 弘法町１１号線 弘法町小針下 弘法町小針下



1283 八橋町114号線

1284 八橋町115号線

1285 八橋町116号線

起 点

区 間

終 点

市 道 認 定 路 線



1286 山町28号線

2369 内幸町9号線

1287 山町29号線

2370 内幸町山町3号線

起 点

区 間

終 点

市 道 認 定 路 線



1288 山町30号線

起 点

区 間

終 点

市 道 認 定 路 線



3499 弘法町11号線

起 点

区 間

終 点

市 道 認 定 路 線






